
港

区
地
域
の
公
立
小
学
校
設
立
の
状
況
を
み
る
と
、
文
部
省
直
轄
学
校
に
も
な
っ

た
鞆
絵
学
校
、
育
幼
社

・

開
蒙
社
と
い
う
区
学
校
か
ら
発
足
し
た
桜
川

・
御
田
学
校
、

習
学
所
の
生
徒
を
受
け
入
れ
て
新
設
さ
れ
た
赤
坂

学
校
、

新
設
と
同
時
に
周
辺
の
私
立
学
校
を
吸
収
し
て
い
っ
た
麻
布
・
飯
倉
学
校
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
示
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
公
立
小
学
校
は
、
増
改
築
を
重
ね
て
大
き
く
な
っ

て
い
っ
た
が
、
設
立
や
増
改
築
に
対
す
る
資
金
の
ほ
と
ん
ど
が

地
元
有
志
の
寄
附
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

資
金
を
整
え

る
苦
労
が
な
み
な
み
で
な
か
っ
た
こ
と
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

沿
革
誌
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
増
上
寺
の
塔
頭

（た
っ
ち
ゅ
う
）
広
度
院
の
区
学
校

は
私
立
共
栄
学
校
、

三
田

・
芝

・
飯
倉
の
幼
童
学
所
は
、

私

立
の
聖
坂
・
竹
芝

・
培
根
学
校
と
な
り
、
公
立
小
学
校
に
代

用
さ
れ
る
私
立
小
学
校
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
東
京
府
か
ら

私
学
へ
の
資
金
援
助
が
な
か
っ
た
実
情
か
ら
、
地
元
の
住
民
の

援
護
が
あ
っ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
、
港
区
地
域
の
住
民
の
教
育

に
対
す
る
熱
意
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

学
制
に
よ
る
各
中
学
区
に
は
、
教
育
行
政
機
関
と
し
て
「
学

区
取
締
」
が
置
か
れ
た
。

就
学
の
督
促
、
小
学
校
の
設
立
維

持
、
学
費
の
調
達
等
、
第
一
線
の
学
事
を
担
当
す
る
な
ど
、

そ
の
権
限
と
責
任
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
。

小
学
校
設
立
の
と
き
の
教
員
組
織
は
、

訓
導
１
名
、
授
業

生
２
、

３
名
で
あ
り
、

訓
導
が
「
主
宰
の
者
」
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た

（当
時
校
長
と
い
う
職
名
は
使
わ
れ
な
か
っ

た
）
。

学
監
モ
ル
レ
ー
は
、
「
教
員
ハ
唯
学
校
ノ
教
授
ニ
従
事
ス
ル
ヲ

以
テ
其
職
務
」
と
し
、
学
校
所
有
物
や
学
校
保
護
等
の
責

任
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
も
、

学
区
取
締
の
責
務
が
重

大
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

港
区
地
域
の
私
立
小
学
校
は
、

校
主
の
老
齢
、
公
立
小
学

校
へ
の
吸
収

（
飯
倉
学
校
設
立
に
際
し
て
の
私
立
田
辺
小
学

吸
収
等
）
な
ど
に
よ
る
廃
校
や
、
公
立
小
学
校
に
収
容
し
き

れ
な
い
児
童
を
収
容
す
る
た
め
の
私
立
小
学
校
の
新
設

（
青

山
地
域
の
私
立
遷
橋

（
せ
ん
き
ょ
う
）
小
学
等
）
な
ど
で
、

私
立
小
学
校
の
数
の
変
化
は
あ
ま
り
な
く
、
多
く
の
児
童
を

教
育
し
て
い
た
。

（写
真
は
２
０
２
０
年
３
月
撮
影
）
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解
題

～
第
１
章
に
よ
せ
て
～

明
治
初
期
の
学
校
設
立
と
鞆
絵
学
校
・
増
上
寺

開拓使仮学校跡

明治 8 年の学校地所無代価下渡しにおける

鞆絵 ・桜川 ・ 赤坂学校の戸長と学区取締の

連署である。

日本近代初等教育発祥の地

港区地域の私 ・家塾で、 私立小学校の外

に小学校卒業後に進む、 私立の中学校とも

いうべき私塾が存在していた。

芝増上寺周辺の愛宕 ・ 飯倉地区、 赤坂一

ツ木にかけての分布から、 港区地域の住宅

密集地帯がここにあったとであろう。

源流院跡地

資料2-4

解
説

解
題

書
体

含

要
素

未
定

文
章

内

容



概　

説　

明
治
前
期
の
教
育

　
　
　

第
１
項　

新
政
府
と
区
制
・
区
民
生
活

１ 

江
戸
か
ら
東
京
へ
の
行
政
施
策

　

東
京
府
が
設
け
ら
れ
た
の
は
慶
応
４
年

︵
１
９
６
８
︶
７
月
の
こ
と
だ
っ
た
が
︑

当
時
は
旧
江
戸
町
奉
行
所
管
轄
の
朱
引
線
の
内
側
に
あ
た
る
﹁
朱
引
内
﹂

の
み
で
あ
り
︑そ
れ
も
町
地
だ
け
だ
っ
た︵
図
１
︶︒明
治
２
年︵
１
９
６
８
︶

11
月
に
な
る
と
武
家
地
や
寺
社
地
も
管
轄
下
に
入
り
︑
明
治
４
年
︵
１
８

７
１
︶
11
月
13
日
の
廃
藩
置
県
で
東
京
府
の
周
辺
︵
朱
引
外
と
称
し
た
︶

に
置
か
れ
た
小
菅
・
品
川
の
各
県
が
廃
さ
れ
︑
東
京
府
に
編
入
と
な
っ
た
︒

　

明
治
４
年
か
ら
５
年
に
か
け
て
︑
小
菅
県
ほ
か
３
県
か
ら
編
入
さ
れ
た

地
域
は
︑
品
川
口
︑
新
宿
口
︑
千
住
口
と
別
称
さ
れ
︑
各
大
区
に
所
属
さ

せ
ら
れ
た
が
︑
同
一
の
区
画
で
統
合
す
る
こ
と
に
困
難
が
伴
っ
た
こ
と
も

あ
り
︑
明
治
６
年
３
月
に
は
︑
全
府
が
市
街
地
と
郷
村
地
に
分
け
ら
れ
た
︒

市
街
地
は
６
大
区
70
小
区
と
し
︑
郷
村
地
は
新
た
に
第
７
大
区
か
ら
第
11

大
区
の
５
大
区
33
小
区
が
設
け
ら
れ
た
︒︵
注
釈
１
︶　

明
治
11
年
７
月
の

﹁
郡
区
町
村
編
制
法
﹂
の
施
行
ま
で
続
い
た
︒

　

港
区
地
域
に
お
け
る
行
政
区
画
も
︑
頻
繁
に
改
正
さ
れ
て
い
る
︒

　

江
戸
時
代
末
期
の
市
街
地
︵
朱
引
内
︶
と
郷
︵
ご
う
︶
村
地
︵
朱
引
外
︶
の
区
画
は
︑
明
治
２
年
２
月
19

日
の
太
政
官
布
達
に
よ
る
と
表
14
の
と
お
り
で
あ
っ
た
︵﹃
東
京
市
史
稿
﹄
市
街
篇　

第
五
十
︶︒

　

同
年
３
月
16
日
︑
朱
引
内
の
町
地
は
50
区
に
分
け

ら
れ
た
︒
そ
れ
ら
は
﹁
番
組
﹂
と
呼
ば
れ
︑
江
戸
時

代
か
ら
の
名
主
制
度
を
廃
し
て
番
組
ご
と
に
中
年
寄
・

添
年
寄
が
選
任
さ
れ
た
︒
次
い
で
同
年
５
月
８
日
に

は
︑
朱
引
外
の
郷
村
地
も
地
方
１
番
組
か
ら
５
番
組

の
５
区
に
分
割
さ
れ
た
︒
初
年
度
は
︑
文
部
省
直
轄

か
ら
府
に
も
ど
さ
れ
た
６
校
を
含
め
た
18
校
を
設
立

し
︑
漸
次
増
設
す
る
こ
と
と
し
た
︒
そ
し
て
江
戸
時

代
か
ら
の
家
︑
私
塾
の
塾
主
を
﹁
教
員
講
習
所
﹂
に

お
い
て
速
成
し
︑
私
立
小
学
の
教
師
と
し
て
育
成
し
て
い
く
方
針
で
あ
っ
た
︒

　

政
府
は
︑
明
治
６
年
の
﹁
学
制
﹂
に
先
立
ち
︑
東
京
府
に
﹁
其
府
ニ
於
テ
小
学
教
育
之
道
施
行
可
到
候
事
﹂
と
達
し
︑
東
京
府
は
こ
れ

を
受
け
て
明
治
３
年
に
６
小
学
校
を
開
校
し
た
︒
東
京
府
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
寺
子
屋
・
私
塾
が
発
達
し
て
お
り
︑
庶
民
の
教
育
機
関
と

し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︒
文
部
省
は
︑寺
子
屋
・
私
塾
を
一
旦
廃
止
し
︑改
め
て
開
業
届
を
提
出
さ
せ
る
措
置
を
と
っ
た
︒︵
注
釈
２
︶

　
﹁
学
制
﹂
で
は
︑
毎
年
督
学
局
へ
届
け
出
る
よ
う
に
定
め
て
文
部
省
の
監
督
す
る
と
こ
ろ
と
し
た
︒
し
か
し
︑﹁
学
制
﹂
に
よ
る
寺
子
屋
・

私
塾
の
措
置
は
地
方
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
︑
埼
玉
・
栃
木
県
は
家
塾
を
全
廃
し
て
別
に
公
立
小
学
校
を
設
立
し
︑
茨
城
・
神
奈
川
県

は
家
塾
を
基
礎
に
公
立
小
学
校
を
お
こ
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
芝
・
麻
布
・
赤
坂
の
３
区
が
誕
生
し
︑第
７
大
区
１
小
区
に
あ
っ
た
白
金
村
・
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図 1　東京府の 「朱引線」
（『江戸切り絵総図図割』 より作図）

表
14　

江
戸
時
代
末
期
の
市
街
地

（
朱
引
内
）
と
郷
村
地

（
朱
引
外
）
の
区
画

　

東
ハ
本
所
扇
橋
川
筋
ヲ
限
リ
西
ハ
麻
布
赤
坂
四
ツ
谷
市
个
谷
牛
込
ヲ
限

リ
南
ハ
品
川
県
境
ヨ
リ
高
輪
町
裏
通
り
白
金
台
町
二
丁
目
麻
布
本
村
町
通

リ
青
山
ヲ
限
リ
北
ハ
小
石
川
伝
通
院
池
ノ
端
上
野
浅
草
寺
後
ヨ
リ
橋
場
町

ヲ
限
リ
︵
略
︶

太
政
官
布
達
︵
明
治
２
年
２
月
19
日
︶

︵﹃
東
京
市
史
稿
﹄
市
街
篇　

第
五
十
よ
り
︶

江
戸
朱
引
線
と
東
京
府

行
政
区
画
と
学
区
制
度

刊
本
体
裁
イ
メ
ー
ジ

︵
以
下
︑
内
容
省
略
︶

こ
の
ペ
ー
ジ
は
、
本
文
と
注
釈
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

書
体
を
含
め
デ
ザ
イ
ン
要
素
は
未
定
で
す
。
文
章
の
内

容
も
、
す
べ
て
ダ
ミ
ー
で
す
。

注
釈
例



政
区
画
は
﹁
大
区
小
区
制
﹂
を
廃
止
し
︑
新
た
に
15
区
６
郡
に
改
編
さ
れ
た
︒

　

こ
れ
に
よ
り
芝
・
麻
布
・
赤
坂
の
３
区
が
誕
生
し
︑
第
７
大
区
１
小
区
に
あ
っ
た
白
金
村
・
今
里
村
・
三
田
村
は
荏
原
郡
に
編
入
さ
れ
た
︒

そ
し
て
︑
翌
12
年
の
﹁
教
育
令
﹂
に
よ
っ
て
︑
い
ま
ま
で
の
各
中
学
区
は
︑
全
く
消
滅
し
︑
芝
・
麻
布
・
赤
坂
の
各
区
ご
と
に
全
域
が
学

区
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

港
区
地
域
の
小
学
校
設
立
状
態
は
︑
明
治
６
年
の
鞆
絵
・
桜
川
・
御
田
・
赤
坂
の
４
校
の
公
立
小
学
校
に
対
し
て
︑
私
立
小
学
校
は
68

校
も
設
け
ら
れ
翌
年
に
は
96
校
に
な
っ
た
︒
そ
の
後
公
立
小
学
校
は
︑
南
海
・
麻
布
・
青
山
・
白
金
・
桜
田
・
南
山
・
桜
田
女
子
・
飯
倉
・

芝
小
も
設
立
さ
れ
た
が
︑
青
山
分
校
と
な
り
青
山
小
に
合
併
さ
れ
た
︶
と
順
次
増
設
さ
れ
︑
明
治
12
年
に
は
13
校
と
な
っ
た
が
︑
私
立
小

学
校
も
新
設
廃
止
を
伴
い
な
が
ら
も
98
校
と
そ
の
数
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
︒

第 1章　近代教育の発足　～明治前期の教育～　

１　

明
治
６
年
３
月
時
点
で
は
６
大
区
75
小
区
で
あ
り
、
６
大
区
70
小
区
に
な
っ
た
の
は
明
治
７
年
１
月
25
日
で
あ
っ
た

（『
東
京
都
教

育
史　

通
史
編
１
』
）
。

２　

既
設
学
校
の
廃
止
を
命
じ
た
太
政
官
布
達
第
13
号
は
、
「
学
制
」
が
公
布
さ
れ
た
翌
日
の
８
月
３
日
に
出
さ
れ
て
い
る
。

３　

現
在
の
学
界
で
は
、
「
学
制
布
告
書
」
の
呼
び
方
が
一
般
化
し
て
い
る
。

４　

東
京
府
が
設
け
た
小
学
教
員
向
け
の
講
習
所
は
、
資
料
に
よ
り
「
小
学
教
員
講
習
所
」
「
小
学
講
習
所
」
「
教
員
講
習
所
」
「
小

学
教
則
講
習
所
」
「
教
則
教
習
所
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
ば
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

５　

各
大
区
ご
と
に
３
校
以
上
設
立
と
さ
れ
た
。

６　

現
在
の
学
界
で
は
、
「
学
制
布
告
書
」
と
い
う
呼
び
方
が
一
般
化
し
て
い
る
。

７　
「
元
田
永
孚
関
係
文
書
」
（
国
立
国
会
図
書
館
形
成
資
料
室
蔵
）
で
は
、
該
当
箇
所
は
「
教
学
ノ
要
、
仁
義
忠
孝
ヲ
明
ラ
カ
ニ
シ
テ
、

智
識
才
芸
ヲ
究
メ
、
以
テ
人
道
ヲ
尽
ス
」
と
な
っ
て
い
る

（『
日
本
近
代
思
想
大
系　

教
育
の
体
系
』
）
。

８　
『
東
京
都
教
育
史　

通
史
編
１
』
で
は
、
東
京
市
中
に
お
け
る
有
志
の
結
社
に
つ
い
て
は
、
単
に
「
学
舎
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
「
区

学
校
」
と
い
う
呼
称
は
用
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
郷
学
校
」
に
つ
い
て
は
、
郡
部
に
お
け
る
組
合
村
有
志
に
よ
っ
て
設
立
維
持
さ

れ
た
も
の
を
呼
称
し
て
い
る
。

９　

明
治
２
年
12
月
18
日
の
こ
と
で
あ
る
。

10　

正
し
く
は
、
文
部
省
設
置
は
明
治
４
年
７
月
で
あ
り
、
文
部
省
直
轄
と
な
っ
た
の
は
明
治
４
年
９
月
の
こ
と
で
あ
る
。

11　

既
設
学
校
の
廃
止
を
命
じ
た
布
達
第
３
号
は
「
学
制
」
が
公
布
さ
れ
た
翌
日
の
８
月
３
日
に
出
さ
れ
て
い
る
。

12　
『
東
京
都
教
育
史　

通
史
編
１
』
に
よ
れ
ば
、
東
京
府
が
設
け
た
小
学
教
員
向
け
の
講
習
所
に
は
原
資
料
に
よ
っ
て
「
小
学
教
員

講
習
所
」「
小
学
講
習
所
」「
教
員
講
習
所
」「
小
学
教
則
講
習
所
」「
教
則
教
習
所
」
な
ど
様
々
な
呼
ば
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

刊
本
体
裁
イ
メ
ー
ジ

章
末
ペ
ー
ジ

注
　
釈

こ
の
ペ
ー
ジ
は
、
本
文
と
注
釈
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

書
体
を
含
め
デ
ザ
イ
ン
要
素
は
未
定
で
す
。
文
章
の
内

容
も
、
す
べ
て
ダ
ミ
ー
で
す
。


